
放送法 第１条 （目的）

放送法 第２条３２号及び第９３条第１項

放送法 第９１条 （基幹放送普及計画）

放送が健全な民主主義の発達に
資するようにすること

放送が国民に最大限に普及されて、
その効用をもたらすことを保障すること

基幹放送（※）をすることができる機会をできるだけ多くの者に対し確保することにより、
基幹放送による表現の自由ができるだけ多くの者によって享有されるようにする

一の者が保有することができる放送局の数を制限することにより、

多元性、多様性、地域性の三原則を実現

基幹放送の業務の認定基準としてマスメディア集中排除原則の基本的な部分を法定

基幹放送の業務に係る表現の自由享有基準（マスメディア集中排除原則）の概要

（※）基幹放送 ： 地上テレビジョン放送、地上ラジオ放送、コミュニティ放送、BS放送、東経110度CS放送 等
（東経124/128度CS放送、ケーブルテレビ等は含まれない）

＜認定基準のうちマスメディア集中排除原則の部分＞ （放送法第93条第１項第５号）

基幹放送業務を行おうとする者が、次のいずれにも該当しないこと。

イ 基幹放送事業者

ロ イに掲げる者に対して『支配関係』を有する者 （X）

ハ イ又はロに掲げる者がある者に対して『支配関係』を有する場合におけるその者 （Y・Z） Ｙ

Ｚ

Ｘ

支配関係

支配関係

支配関係

基幹
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マスメディア集中排除原則における「支配関係」の定義

乙県甲県

10％超の
保有不可

３分の１超の
保有不可

議決権保有による支配の例
（放送対象地域が重複する場合）

10％を超えて保有＝
「支配関係」に該当

甲県

議決権保有による支配の例
（放送対象地域が重複しない場合）

Ｘ社

Ａ社
（テレビ）

Ｂ社
（ラジオ）

×
Ｘ社

Ａ社
（テレビ）

Ｂ社
（ラジオ）

10%超の保有＝
「支配関係」に該当

役員兼任による支配の例
（役員兼任比率：５分の１超）

役員兼任による支配の例
（代表役員、常勤役員の兼任）

Ｘ社

Ａ社
（テレビ）

Ｂ社
（ラジオ）

×
Ｘ社

Ａ社
（テレビ）

Ｂ社
（ラジオ）

×
代表権有又は常勤の役員兼任＝

「支配関係」に該当
5分の1超の役員兼任＝

「支配関係」に該当

5分の1超の
役員兼任不可

代表権有又は常勤の
役員兼任不可

×
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認定放送持株会社制度におけるマスメディア集中排除原則の特例

※12都道府県まで可（広域放送、県域放送の場合）

乙県
甲県

Ｂ社
（地上テレビ）

Ｃ社
（地上テレビ）

Ａ社
（地上テレビ）

議決権10分の1超
保有不可

Ｄ社
（地上テレビ）

丙県

× ×
※地上・地上の兼営不可

※関係会社間の支配関係不可
（10分の１超３分の１以下の議

決権保有の場合は可）

認定放送持株会社

Ｅ社
（地上テレビ）

丁県

×

議決権２分の1超
保有

議決権３分の1超
２分の１以下保有

議決権10分の1超
３分の１以下保有

議決権２分の1超
保有

※12のカウントには含めない

×

○ 認定放送持株会社制度は、総務大臣の認定を受けることにより、基幹放送事業について、持株会社によるグループ経営を
可能とする制度であり、平成１９年の放送法改正により創設。

○ 認定放送持株会社制度を活用する場合は、マスメディア集中排除原則の特例として、複数の基幹放送事業者を傘下に置く
ことが可能。
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【改正事項①】 認定放送持株会社に関する特例の見直し

検討会取りまとめにおける記載

認定放送持株会社制度が資本関係を通じたグループ経営を可能とするものである一方で、放送の多元性・多様性・地域性に与

える影響を考慮し、傘下の地上基幹放送事業者の地域制限（12都道府県まで）が設けられているが、資本関係と自社制作番組比

率との間に関連性が特に認められないなど、大きな影響は見られていない。こうした制度の趣旨、これまでの運用状況及び事業者

ニーズを踏まえると、地域制限を維持する必要性は認められない。

改正案概要

認定放送持株会社

ア県

Ａ局 …

イ県

Ｂ局

シ県

Ｌ局

現状

12都道府県分まで

認定放送持株会社

ア県

Ａ局 …

イ県

Ｂ局

ウ県

Ｃ局

ハ県

Ｚ局

改正後

都道府県の数の制限無し
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「他の全ての放送対象地域が隣接する位置関係にある場合」（関東・中京・近畿広域圏を除く。）の例

特定隣接地域特例の概要

○ 同一メディア（テレビ又はラジオ（コミュニティ放送を除く。））について連携の対象となる全ての放送対象地域

が特定隣接地域※に含まれる場合：

⇒ 兼営・支配可（1/3超の議決権保有が可能）

※ 地上デジ投資によりローカル局は経営基盤の強化が必要となることから、経営の選択肢を増やすため制度化（平成15年）

※ 「地域的関連性が密接であるものとして総務大臣が告示する地域に該当する場合」も兼営・支配が可能

具体的な地域： 東北全県、九州全県、九州全県＋沖縄県

【参考】「他の全ての放送対象地域が隣接する位置関係にある場合」にあたらない例

放送対象地域であるA～E県が上のような地理的な位置

関係にある場合、Ｂ県に着目すると「他の全ての放送対
象地域が隣接する位置関係にある場合」にあたることに
なる

放送対象地域であるW～Z県が上図のような地理的な位置
関係にある場合、Y県に着目すると「他の全ての放送対象
地域が隣接する位置関係にある場合」にあたることになる。

【例１】

A県 B県

D県 E県

C県 X県

Z県

Y県
W県

【例２】

放送対象地域であるL～O県が左図のような地理的な位置関係にあ

る場合は、いずれの県に着目しても「他の全ての放送対象地域が隣
接する位置関係にある場合」にあたらないことになる。

L県 M県

N県 O県

※ ２以上の放送対象地域（関東・中京・近畿広域圏を除く。）のうちの特定の１の放送対象地域に他の
全ての放送対象地域が隣接する位置関係にある場合における当該２以上の放送対象地域の集合
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検討会取りまとめにおける記載

認定放送持株会社制度によらない場合でも経営の選択肢を増やす観点から、一定の制限の範囲内において、地

上テレビジョン放送について隣接・非隣接に関わらず兼営・支配を可能とする特例を設けることが適当である。兼営・

支配を可能とする一定の数の制限については特定隣接地域特例を参考とすることが考えられる。

【改正事項➁】 隣接・非隣接に関わらず兼営・支配を可能とする制度

改正案概要

ア県

Ａ局

イ県

Ａ局

エ県

Ａ局

現状

ウ県

Ａ局

放送対象地域が隣接している場合のみ
最大９局まで

×

隣接するア・イ・ウの兼営・支配は可

非隣接のエの兼営・支配は不可

放送対象地域が隣接しない場合でも
最大９局まで

ア県

Ａ局

イ県

Ａ局 ウ県

Ａ局

改正後

隣接地域
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【参考】デジタル時代における放送の将来像と制度の在り方に関する取りまとめ抜粋

第５章 デジタル時代における放送制度の在り方
１．マスメディア集中排除原則の見直し
（３）今後の方向性
①地上基幹放送関係

異なる放送対象地域について、特にローカル局の経営力の向上を図り、隣接県に限らない経営の連携
が可能とする観点から、次のア及びイを措置すべきである 。なお、制度見直し後も総務省において、放
送の多元性・多様性・地域性に与える影響について引き続き検証していくことが求められる。
ア 認定放送持株会社傘下の地上基幹放送事業者の地域制限の撤廃
・認定放送持株会社制度が資本関係を通じたグループ経営を可能とするものである一方で、放送の多
元性・多様性・地域性に与える影響を考慮し、傘下の地上基幹放送事業者の地域制限（12都道府県ま
で）が設けられているが、資本関係と自社制作番組比率との間に関連性が特に認められないなど、大
きな影響は見られていない。こうした制度の趣旨、これまでの運用状況及び事業者ニーズを踏まえると、
地域制限を維持する必要性は認められない。

イ 地上基幹放送の異なる放送対象地域（認定放送持株会社制度によらない場合）に係る規制の特例の
創設

・認定放送持株会社制度によらない場合でも経営の選択肢を増やす観点から、一定の制限の範囲内に
おいて、地上テレビジョン放送について隣接・非隣接に関わらず兼営・支配を可能とする特例を設ける
ことが適当である。兼営・支配を可能とする一定の数の制限については特定隣接地域特例を参考とす
ることが考えられる。また併せて、ラジオ放送については、これまでの運用状況及び事業者ニーズを踏
まえ、現行のラジオ４局特例を見直し、異なる放送対象地域について兼営・支配を可能とする数の制限
を緩和することが適当である。
・なお、特定隣接地域特例については、現在、関東・中京・近畿の３つの広域圏はその対象から除かれ
ているが、広域圏も対象とすべきかどうかについては、広域圏の影響力にも留意しつつ、検討・措置す
べきである。
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